
● 新指定答申文化財の概要 

【 種 別 】有形文化財 工芸品 

【 名 称 】太刀  

銘 勢州桑名藤原千子正重 寛文元年十二月及び同二年正月 二口 

（たち めい せいしゅうくわなふじわらのせんごまさしげ かん

ぶんがんねんじゅうにがつおよびどうにねんしょうがつ） 

【 所在地 】桑名市京町３７－１ 桑名市博物館（寄託） 

桑名神社・中臣神社所蔵 

【 年 代 】江戸時代（１６６１・１６６２年） 

【 規 模 】①刃長 75.0ｃｍ ②刃長 75.3ｃｍ 

【 概 要 】  

正重は、室町・戦国時代に活躍した刀匠・村正

を祖とする刀匠です。「千子派」と呼ばれています。

室町時代後期の千子派には、村正のほか、正重や

正真らがいます。江戸時代には、村正が徳川家に

祟るということから村正銘の作品は見られなくな

り、千子派の系統ではこの正重が存続しています。 

今回の指定は２口の太刀で、①には「春日大明

神」と「三崎大明神」の２社に対し、「貞昌」が奉

納したことを示す彫があります。「貞昌」は姓が分

からず、どのような人物かは分かりませんが、当

時の桑名藩松平定重の家老に奥平貞澄という人物

がおり、あるいはその一族かも知れません。②は

「春日大明神」の彫があり、①から１ヶ月後に制

作されたものです。 

江戸時代の千子派の作品は極めて少なく、室町

時代後期から続く桑名の千子派の工芸技術を示す

正重の基準作例といえます。また、江戸時代の奉

納刀として、文化史的にも価値が高いものです。 

 左：太刀① 右：太刀② 


